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親密な関係性における暴力性とジェンダー

松島　京＊

日本において，近年，ドメスティック・バイオレンスが社会問題となっている。愛情という感情と

暴力とは相反するものであるのに，なぜ愛情深いと思われている親密な関係の中に暴力が存在するの

だろうか。愛情という感情は親密な関係性をつくるために必要な要因であると考えられている。しか

し，愛情という感情が自然発生的なものではなく，社会的に構築されるものであるならば，愛情とい

う感情を形成するコードが社会に存在する。このコードをジェンダーという視点で捉えると，愛情と

いう感情や親密な関係における対等性への疑問が生じる。親密な関係性における愛情という感情が，

ジェンダーという規範によって形成され義務化されているとすれば，親密な関係性の中にひそむ暴力

性を見いだすことができる。本稿ではドメスティック・バイオレンスという家庭内での暴力行為に対

して，どのように対処をしていくべきかということを考えたとき，親密な関係という私的領域が，愛

情という感情と暴力性という相反するものを内包しやすいものであるという，関係性の問題として捉

えることの重要性を述べていく。
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はじめに

ドメスティック・バイオレンスとは，夫や恋

人という親しい関係における，女性に対する暴

力のことをさす１）。親しい関係という，愛情に

よって結ばれているふたりのあいだに，なぜ暴

力という愛情とかけはなれた行為が存在するの

だろうか。

ギデンズは『親密性の変容』の序文で，近代

のセクシュアリティは男性の性的支配から自由

になったとしている。その上で，親密な関係性

を，対等な人間どうしによる人格的なきずなの

交流であるとみなすのであれば，「公的領域に

おける民主制と完全に共存できるかたちでの，

対人関係の領域の掛け値なしの民主化という意

味合いをともなう」と述べている２）。しかし，

ギデンズのいうように，自由に塑形できるセク

シュアリティは親密なふたりの関係性を自由な

ものにしたのであろうか。セクシュアリティが

近代の個人にとって真に自由なものであるなら

ば，ギデンズのいうように，自由なセクシュア

リティを獲得した個人は，関係性からも自由な

存在として，対等な人間関係が結べるといえる

だろう。

確かに，個人の，とりわけ女性のセクシュア

リティは，男性の性的支配から自由になったよ

うに見える。これまで女性の愛や性は，婚姻や

生殖というものからは自由ではなかった。人は

男か女かのどちらかに二分され，セックスは生

殖器の違いによって判別されていた。生殖器の

違いは異性愛主義を普遍のものとし，性的な行

為は生殖を目的とした。そして，生殖のための

性的な行為は婚姻と深く結びつき，婚姻関係に

ある男女以外の性的な行為をタブー視してき

た。またセックスの二分法は，男性を公的領域

に女性を私的領域にも二分するものであり，女

性の居場所は私的な領域である家庭内にあり，

それ以外の居場所を認めてはこなかった。

近代以降，セクシュアリティは生殖のための

性のあり方から自由になり，セックスという行

為自体が，結婚をするしないに関わらず，親密

な関係における愛情表現のひとつとして位置づ

けられるようになった。しかし，愛情表現とし

ての性行為，親密な関係性におけるセクシュア

リティは，生殖のための性のあり方から完全に

自由になったとはいえない。

そもそも親密な関係性における「愛情」とい

う感情自体が，個人が持つ生来的なものや自然

発生的なものなのであろうか。本稿では，感情

は文化的・社会的背景や人と人との相互作用か

ら構築されるというものであるとする感情社会

学に依拠し，愛情という感情やそこから生まれ

る親密な関係性について考察をしていく。そし

て，男女の文化的・社会的な性差を規定すると

されるジェンダーは，親密な関係性を考察する

上では，さらに重要な視点となると考える。

これまで，ドメスティック・バイオレンスを

当事者間における親密な関係性における問題と

することは，暴力行為が存在する関係を修復す

る，あるいは築かないようにする，という解決

を当事者に迫るという個人の問題や，他者への

つよい依存的な症状という個人の病理問題とし

て収斂されてきた。そうではなく，愛情という

感情と暴力性という一見かけ離れているかのよ

うに見えるものが，親密な関係性においては同

時に内包されやすいということを明らかにし，

そのうえで，ドメスティック・バイオレンスを

私的領域における関係性の問題として検討をす

る。
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１．親密な関係性とは何か

（１）ロマンティック・ラブと親密な関係性

ドメスティック・バイオレンスとは，夫や恋

人という親しい関係にあるパートナーによる女

性に対する暴力をさす。夫や恋人という現在も

親しい関係にあるパートナーだけではなく，前

夫や元恋人という過去に親しい関係にあった相

手も，その対象として含まれる。関係の継続の

有無はあるものの，親密な関係性を持つカップ

ルにおこる暴力をさしている。

親密な関係性とは，たがいの愛情という感情

を基盤としてかたちづくられるものであると見

なされている。人はその関係性にたがいを思い

やる感情のやりとりや対等な関係性を想像す

る。この対等な関係性は，男性と女性とが自由

に「恋愛」をすることを意味づけするロマンテ

ィック・ラブという概念によるところがおおき

い。近代以降，家系を存続させるための婚姻関

係とは異なる，両者の愛情という感情から発生

する恋愛関係（婚姻関係）が人々のあいだで重

要視されるようになった。本人同士の意志によ

る恋愛関係は，個人の自由を尊重したものであ

ると思われた。しかし，ロマンティック・ラブ

という言葉は，愛情と婚姻とを結びつけるため

の言葉であったにすぎない。ロマンティック・

ラブという恋愛のモデルにより，性的な相互行

為は，政略としての婚姻関係とは切り離され，

より個人的な関係，親密な関係へと意味づけさ

れるようになった３）。ロマンティック・ラブは，

愛情という感情によって機能する家族というも

のを生み出し，それが一般的な家族像として社

会的に広まっていった。しかしそれは，一見個

人の意志を尊重した対等な関係であるかのよう

に見えるが，女性を家庭という私的な領域へよ

り囲い込んでしまうことになったといえる。

人を男と女という二つの性に分けるセックス

の二分法は，異性愛主義を普遍的なものとする

ために必要なものであった。次代の再生産のた

めには生殖が必要であり，そのためには異性愛

以外のセクシュアリティを認めることは許され

なかった。そして家庭を築き次代の再生産を促

すために婚姻とロマンティック・ラブという概

念とが結びつけられた。

ロマンティック・ラブという一見自由な婚姻

関係を想定させる装置は，それまで女性には存

在しないと思われていた性的な衝動や性的な実

践を，家庭という私的な領域にのみ認められる

ものとして位置づけた。そしてそれ以外の性の

あり方は認めず，認められない性のあり方は女

性の性的な倒錯と見なしたり，あるいは娼婦と

いうかたちで家庭外の性として位置づけ，女性

の性を家庭という男性の支配下においてのみ保

護してきた。その一方で，男性の性のあり方は

家庭内にのみ向かうものでは決してなく，家庭

外での性のあり方も認められてきた。この性の

二重規準が近代の性規範，性道徳であった。

（２）純粋な関係性と親密な関係性

ギデンズは，近代以降においては，こうした

男性に支配される性のあり方から自由になり，

男女ともが「自由に塑型されるセクシュアリテ

ィ」を持つことにより，親密な関係性が育まれ

るとしている４）。彼は親密な関係性について言

及する前に，「純粋な関係性」について定義を

している。相手との緊密な，変わらない情緒的

きずなを意味する「関係性」という言葉は比較

的近年になってから一般的に使われるようにな

ったとした上で，親密な関係性についての問題

点を明確にするために「純粋な関係性（pure
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relationship）」という用語を使用している５）。

純粋な関係性とは，社会関係を結ぶというそ

れだけの目的のために，つまり互いに相手との

結びつきを保つことから得られるもののために

社会的関係を結び，さらに互いに相手との結び

つきを続けたいと思う十分な満足感を互いの関

係が生み出していると見なす限りにおいて関係

を続けていく，そうした状況を指している。

ギデンズはこのように述べた上で，純粋な関

係性が自由に塑型されるセクシュアリティと関

連づけされていくことにより，親密な関係性が

再構築されていくとしている。ギデンズの定義

する親密な関係性は，関係性を結ぶ個々人が，

ロマンティック・ラブ・イデオロギーによる抑

圧や生殖からも自由なセクシュアリティを持つ

ことによって形づくられる，より自由でより対

等な継続的なきずなを意味している。セクシュ

アリティはいまや「個々人があらかじめ定めら

れた規律として受け入れるような生得的な身体

条件」でもなく「可変性をもった自己の一面と

して，身体や自己のアイデンティティと社会規

範との根元的な接合点として」機能しているも

のであるため，そうしたセクシュアリティを持

つことは，関係性もより対等性をおびたものと

なるのである６）。

しかし，はたしてセクシュアリティは可変性

のある，個人が自由に持ちうるものなのであろ

うか。異性愛者であれ同性愛者であれ，人が人

と繋がりを持ち，親密な関係性を築いていくた

めには，性的な関係をはずすことは難しく，そ

こにはセクシュアリティが必ず介在する。その

セクシュアリティが自由なものであれば，対等

である相互関係を生み出すことは可能であろ

う。だが，親密な関係性の中に暴力行為が存在

するということは，親密な関係性が対等な関係

性であるとは一概に言えないことを示している。

ギデンズは親密な関係性をより肯定的なもの

であると見なしている。ロマンティック・ラブ

はひとつに融け合う愛情（confluent love）へ

と変化をすることによって，ジェンダーから解

放され，異性愛主義からも比較的自由な関係性

を築くことができ，そこでは対等な人間関係，

ギデンズのいう「純粋な関係性」が存在すると

している７）。

また，親密な関係性が進展することにより，

純粋な関係性が民主的なものとなり得るとい

う。公的領域における民主制の条件として「権

威や強制力の恣意的行使を防ぐこと」や「一人

一人が自分たちの結合条件の決定に深く関わる

こと」などを提示した上で，ギデンズはこれら

の条件が満たされることは，性の領域や親子の

間では困難であることを示し，こうした関係に

は物理的暴力だけではなく心理的暴力（感情や

言葉による虐待）も見られると述べている８）。

こうした暴力的虐待的な関係を回避するため

に，ギデンズは次のように提示している。

公的領域における民主制の条件である「権威

や強制力の恣意的行使を防ぐこと」に関係性を

照らし合わせれば，それらを主導する原理は相

手の考えや人格的特性に対して敬意を払うこと

にある。そして相手を尊重するだけではなく，

自分自身も相手に対して心を開くことをしなけ

れば，関係性の民主化を図ることは難しい。親

密な関係性への公的領域における民主制の浸透

は，純粋な関係性を築くための道筋である９）。

しかしその一方でギデンズは，男性は親密な

関係性という状況の下では，他者を対等な存在

として愛することが困難であるということも指

摘している10）。男性が愛情や気遣いを示すこと
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ができるのは自分よりも権力的に下位の立場に

いると見なしている女性や子ども，あるいはす

でに同等な立場にあると見なしている同性の仕

事仲間などである。男性は自分のパートナーを

対等であると考えることの困難さを感じてい

る。パートナーが自分よりも下位の立場にいる

ことによりはじめて相手への愛情や気遣いを示

すことができる。それに対し，女性は他者に対

して愛情や気遣いをするということに長けてい

る一方，男性に対して対等な立場を要求するこ

とに困難さを感じている。この男性と女性の愛

情や気遣いの示し方の違いを見る限り，ギデン

ズが親密な関係性に求めている民主制を，その

関係性に浸透させるのは困難なのではないだろ

うか。

こうした状況ははたして民主的な関係性をも

ったものだといえるだろうか。ギデンズの提示

している，相手への気遣いをはらうその状況は，

すでにジェンダーに支配されている状態ではな

いかと考えられるからである。親密な関係性へ

の民主制の浸透は，確かに暴力的虐待的関係を

回避するために重要な条件ではあるが，現時点

でなぜ暴力的虐待的関係が存在するかというこ

とと，ジェンダーの視点から親密な関係性にお

いて対等な立場を要求することの困難性を指摘

することがまず必要なのではないだろうか。

（３）公共性と親密な関係性

ギデンズが理想としている親密な関係性は，

ハーバーマスが『公共性の構造転換』の中で描

いている，親密圏（intimate sphere）と近似

しているように思われる。社会的な統制を受け

る公共圏に対して，両性の自由な意志によって

結ばれる親密圏は，文芸的な公共圏をかたちづ

くるために重要な関係性である。公共圏からす

れば親密圏内では平等な関係性がそこには結ば

れているように見える。親密圏のモデルは近代

以降の小家族であり，それこそが愛の共同体と

いわれるものである。

しかし，こうした「愛の共同体」や「愛情に

よる結びつき」を重視した親密圏としての家族

や親密な関係性というものは，ロマンティッ

ク・ラブから決して自由ではなく，むしろロマ

ンティック・ラブ・イデオロギーを容認するこ

とになりはしないだろうか。恋愛関係やそこか

ら派生する家族が愛情という感情により結ば

れ，愛情という感情により機能するものである

という枠組みは，関係性や家族の中に「愛」を

強要することになりかねない11）。そしてその愛

情という感情の存在は，社会における異性愛主

義のコードの存在を意味する。ギデンズは親密

な関係性は異性愛主義からも比較的自由である

としているが，同性愛者間の親密な関係性にも

異性愛主義のコードが入り込んでいる。たとえ

ば同性どうしであるにもかかわらず，ふたりの

間には男役割と女役割が存在しているというこ

とがある。

そして，生物学的なセックスや個人が自由に

持つとされるセクシュアリティは，すでに異性

愛主義のコード，ジェンダーのコードによって

意味づけされている。竹村はセクシュアリティ

を「性実践や性欲望や性自認をふくむエロスの

意味づけ」であり「私的なものとして社会的に

意味づけられた」ものであるとした上で，公的

に認められた唯一のセクシュアリティが，次代

の再生産にかかわるものであったと指摘して

いる12）。女性は出産をするものであり，次代の

再生産は社会にとって必要なことである。女性

が出産とかけ離れたところで性欲望を持ち性実

践をするということは，社会にとっての脅威で
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あり，それを防ぐために女性のセクシュアリテ

ィを生殖と関連づけ，家庭内という私的な領域

でのみ認めてきたのである。このセクシュアリ

ティを生殖・出産と関連づけるということは異

性愛主義やジェンダーのコードがそこに働いて

いることを指し示している。

ギデンズのいう「自由に塑型できるセクシュ

アリティ」は生殖と関連づけられたセクシュア

リティとは異なるはずだが，必ずしもそうとは

いえないということが明らかになってくる。近

代のセクシュアリティの言説は「セクシュアリ

ティの規範化を生み出しただけでなく，セクシ

ュアリティを，個人の人格を構成するものの基

幹に据えた」という特質をもつ13）。つまり個人

の性的な快楽や性的な実践は，個人が生来的に

持つ衝動であり，アイデンティティと深く結び

ついているものだということである。セクシュ

アリティが生殖・出産と関連づけされたうえ

で，それが個人の人格の一部であるとして社会

的に構築されてきたということは，個人のセク

シュアリティの方向性はすでに固定化されてお

り，生殖・出産と関わる異性愛主義のコードか

ら逃れることはできない。

親密な関係性は，愛情という相手を敬い慕う，

相手を気遣う感情からかたちづくられるもので

あるという定義が，ふたりの関係や家族内成員

の関係が対等なものであるかのように見せてき

た。ギデンズやハーバーマスはそこに現代にお

ける人間関係にとっての重要性を見いだしたと

言える。しかし，愛情という感情は自然に発生

するものではない。ふたりのあいだに愛情とい

う感情が存在するかどうかということを，人は

相手との相互作用の中から見つけだして確認す

る。愛情という感情を確認するためには文脈が

必要である。ギデンズはその文脈を生殖から自

由になったセクシュアリティにおいたが，セク

シュアリティがすでに異性愛主義やジェンダー

に意味づけられているものであるならば，愛情

という感情を確認する文脈を捉えるためにはジ

ェンダーの視点を欠くことはできないであろう。

２．愛することの意味づけ

（１）愛情と感情社会学

恋愛関係にあるふたりは，互いの「愛情」と

いうものをどのように確認するのだろうか。ロ

マンティック・ラブの言説により，恋愛関係は

愛情という感情から発生する関係性として捉え

られてきた。この関係を継続するためには，関

係性の中においてさらなる愛情という感情を継

続させなければならない。では人は愛情という

感情をどのようにして確認するのだろうか。

ホックシールドによれば，感情は「聴覚や視

覚のように，感情は何が現実であるかを理解す

るにあたっての有用な手がかりを提供してくれ

る」ものである14）。葬式の時は悲しく感じなけ

ればならない，結婚式の時は幸福に感じなけれ

ばならない，といったそれぞれの感情が発生す

る文脈があり，その文脈に適応した感情を表出

することで，他者だけでなく自分自身もその時

の「感情」を確認することができるといえる。

自分がそれに適応せず，周囲が望むような感情

を表出させることができない場合，ひとは自分

に何らかの欠陥があるのではないかと考えた

り，その表出できない感情を理解するために，

さらなる文脈をたぐりよせ，その感情が表出で

きない理由づけをし自分を納得させる。ホック

シールドはそれを「感情規則」と名づけてい

る15）。こうした感情の捉え方は，感情はひとが

生来的に持つものではなく，社会的文化的文脈
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によってかたちづくられるものであるというこ

とを示している。

感情は社会的文化的文脈により構築されるも

のでありながらも，われわれは，感情というも

のはコントロールできないし，してはいけない

ものであるという意識を持っている。山田によ

れば，こうした意識が感情というものを神秘化

し，感情が自分らしさといったアイデンティテ

ィと結びつき，社会が人々をコントロールする

ときに感情を利用する理由だとしている16）。

この感情規則や感情の管理，感情の神秘化と

いう概念を用いれば，ロマンティック・ラブ・

イデオロギーにより愛情という感情と婚姻が結

びつけられてきたことが明らかになり，親密な

関係にあるふたりが愛情をどのようにして確認

をするか，ということを可視化できる。

愛情という感情と，他人のために何かをして

あげたくなるという利他的な行動とか結びつい

ている社会的文脈がすでに存在している。愛し

あうふたりは愛情という目に見えないものを理

解するために，相手の言動を確認し，自分自身

の言動を確認する。この行動が愛他的な行動で

あるならば，愛情の存在を確認することができ

る。そして，感情というものが感情を理解する

手がかりとして有効に活用されるためには，感

情が管理される必要がある。つまり，親密な関

係であるならば（愛情という感情があるなら

ば），利他的な行動をしなければならない，と

いう社会的なコントロールがまさにここで行わ

れているということである。

（２）構築される愛情とセクシュアリティ

ホックシールドが指摘するように，親密な関

係性という「より長くより深く持続するような

役割」においては，人々はこうした感情規則か

らより自由であり，感情作業の必要性がより少

ないことを期待している17）。しかし親密であれ

ばあるほど，感情作業はいっそう必要になって

くる。親密な関係における愛情という感情が，

もっとも自然発生的な感情であると見なされる

ために，感情作業からは自由だと感じるからで

ある。しかしそれゆえにこそ，人は，愛情が自

然な感情であり，自然に発生しているかのよう

に行動しなければならず，感情はより管理され

なければならないというパラドックスに陥るの

である。ロマンティック・ラブ・イデオロギー

によってつくられた「家族」という理想像はま

さにこのパラドックスをあらわしている。恋愛

による結婚から発生した家族は愛情深い場所で

あり，家族の成員はそこで期待される役割をま

っとうすることで家族内での愛情を表現し，ま

た愛情の確認もされるという構造を持つと言え

る。

親密な関係性には，その親密さゆえに期待さ

れている役割があり，その役割にそった感情を

表出させることによって，愛情という感情が確

認される。ふたりの相互行為の中に，自分が相

手に期待をしていることや期待以上の行為を見

いだした場合，そこに愛情という感情を感じる。

反対に，期待をしていない行為が行われた場合，

相手の愛情という感情の存在を疑う。ロマンテ

ィック・ラブの言説により，親密な関係である

ならば当然であると思われている行為というも

のが存在する。それをふたりは期待し，その期

待を裏切ってはいけないと考える。親密な関係

を継続させようと思うならば，相手に嫌われな

いように，期待を裏切らないようにと行動をす

る。さらには期待を裏切ってしまったとき，自

分は愛情深くないのかと自分を責めてしまうと

いうこともある。
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ではその相手に期待する役割とは何なのであ

ろうか。親密な関係性におけるセクシュアリテ

ィは一見自由なように見えるが，セクシュアリ

ティそれ自体がジェンダーに意味づけされてい

るものだということを前章で指摘した。セクシ

ュアリティはまさに「意味づけが社会的なもの

であること，それも私的なものとして社会的に

意味づけられた」18）ものである。ひとは自らの

もつ関係性が，「正しい」関係性なのかどうか

を知ることはできないし知る術もない。しかし

「正しいかも知れない」関係性を持つことはで

きる。それは親密な関係性においての男女のセ

クシュアリティの方向性や，感情の表出の方法

が社会的文化的背景に因るものだからである。

ひとは社会的文化的背景を考慮して，自分自身

のもつ関係性を正しいかも知れない関係性へと

導いていく。いま表出させているセクシュアリ

ティや感情は，愛しあうふたりという文脈に適

しているだろうか，という問いかけをしながら

ふたりの相互行為は成り立っているといえる。

この文脈こそがまさに異性愛主義のコードに基

づいた文脈であり，ジェンダーなのである。

また，親密な関係性における男女の感情のあ

り方として，女性はたぶんに情動的であり，そ

れが女性の特性であるかのような議論がある。

相手を思いやる心や細やかな気遣い，といった

ものは女性ならではの感性であるという捉え方

がある。たとえば，ギリガンは『もうひとつの

声』において，女性の持つ道徳的発達は男性の

持つ道徳的発達とは異なるということを述べて

いる。これはエリクソンやコールバーグらが提

示してきたアイデンティティの発達過程のモデ

ルは男性に焦点をあてたものであり，それにそ

ぐわない女性のアイデンティティや道徳観の発

達は未熟なものであるとされてきたことを批判

するものである。ギリガンは男性が重要視する

道徳観が自身の信念であることに対し，女性が

重要視する道徳観が他者とのつながり・コミュ

ニケーションにあることを提示している19）。

女性は他者を尊重し，極端な場合には自己犠

牲的にもなるが，できる限り他者とのつながり

を断ち切らないように行動をする。

ギリガンは自著において，女性が選択しがち

なそうした行動は，女性の中に存在する「もう

ひとつの声」がそうさせるということを述べて

いるにとどまっているが，この「もうひとつの

声」こそがジェンダーではないだろうか20）。女

性の持つ道徳観が男性と異なるのは，女性の特

性として考えてしまうのではなく，そうした行

動はジェンダーに起因するものであると捉える

ことにより，女性がどのような感情規則を持ち，

感情を管理しているかということが明らかにな

ると考えられる。

このような，相手のことを思いやる感性が愛

情の証であるという関連づけをされたとき，親

密な関係性において，女性はそうした感情を表

出させなければならなくなるのである。相手を

いたわることや子どもを育てるのに必要なケア

役割といったものが，そこに見てとることがで

きる。そしてそれが女性の持つ本質的なもので

あると見なすことが，ますます二人の関係性に

おける役割を固着させる結果となるのである。

３．親密な関係性がはらむ暴力とジェンダー

（１）愛情と暴力性

愛情という感情を基盤とする，対等な人間関

係であるはずの親密な関係性に，暴力的な行為

が存在する。ドメスティック・バイオレンスは

それがより突出したかたちであらわれている関
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係性である。愛する（愛していた）相手の身体

を傷つけたり，暴言を投げかけたりするという

行為は，対等な人間関係に存在するものである

とは考えられない。しかし，こうした激しい暴

力へとエスカレートするかもしれない，暴力の

芽を親密な関係性ははらんでいるのではないだ

ろうか。

親密な関係性において人は，相互に「愛して

いるのならしてくれるであろう」という役割や

行為を期待している。期待に添うような行為や

期待以上の行為が見いだせれば，そこに愛情と

いう感情を感じることができる。そうした愛情

という感情を意味づける役割をそもそも個人は

喜んで受け入れているのだろうか。愛情という

感情を表現するために，愛情という感情にそぐ

わない怒りや不満といった感情をコントロール

し，社会的な文脈に沿った感情作業を行ってい

るのであれば，そこには自分の意志とのギャッ

プが生じてもおかしくはない。しかし，そこに

存在し続けたいという，関係性を持続させたい

という欲求があるかぎり，感情作業は関係性を

維持するために必要な行為として実行され続け

る。それにより愛情という感情が常に可視化さ

れている状態が維持される。さらに女性は，相

手の言動に対して何らかの不満が生じたとして

も，それを表出させてはならないと，自分自身

の感情を管理する。相手をいたわり気遣うとい

うことが，社会的文化的文脈においての女性の

特性であり女性に求められる行為だからであ

る。「私が『嫌だ』ということによって彼は傷

つくのではないか」という感情は相手を思いや

るいたわりの感情であり，「女性らしい」特性

として考えられている。確かに相手を思いやる

気持ちは存在するかもしれないが，それが女性

の特性であるとは限らない。しかし，この女性

の特性，つまりジェンダーが，彼女自身の自由

な意志を封じ込めることにもなっている。

そして，そうした感情が，女性の特質として

の相手を思いやる気持ちであるという関連づけ

がされてしまったとき，それが愛情のあかしと

して意味づけられていく。自分が嫌だというこ

とができない状況や，自由な意志を封じ込めな

ければならない状況というのは，自ら選択をし

た状況ではない。それはそう選択をせざるを得

ないようにという圧力がそこに生じている。

（２）一体化願望と他者の存在

こうした愛情という感情の意味づけや圧力に

加えて，親密な関係性の中に暴力の芽を見るこ

とができる要素がもうひとつあるといえる。そ

れは，親密な関係性には「他者」が存在しにく

いということである。愛しあうふたりは親密な

関係性を結ぶことにより，さらに親密な関係に

なりたいという欲求をもつ。愛しあうことによ

って「ひとつになりたい」という願望が生じる。

この「ひとつになりたい」という願望こそが暴

力の芽となる可能性を含んでいるのではないだ

ろうか。ギデンズは親密な関係性を築くために

はひとつに融け合う愛情（confluent love）が

必要だとしている。このひとつに融け合う愛情

は「自己投影的同一化」という意味での「ひと

つになりたい」という願望とは区別されるべき

ものであり「対等な条件のもとでの感情のやり

とりを想定して」いるものであるという21）。こ

れまで述べてきたように，親密な関係性を結ぶ

ために必要とされている愛情という感情が，す

でにジェンダーによって意味づけされているの

であれば，その時点で，感情のやりとりは対等

な条件もとにあるとは言い難く，「自己投影的

同一化」と「ひとつに融け合う愛情」とを区別
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することの困難さがあるのではないだろうか。

相手を自分と同質のものであると見なすこと

は，相手を「他者」として扱わないことでもあ

る。親密な関係性とは異なる人間関係にある場

合，人は関係性をもつ相手を他者として認め，

認めるからこそ相手の要求を理解したり配慮し

たりすることができるのである。しかし，関係

性の中に他者が存在せず，目の前にいる存在は

自分と同質な存在であると見なしてしまった場

合，そこに相手の要求を理解したり配慮したり

する必要はなくなるのである。自分の言動から

相手が傷つくかも知れないと言うような，他者

の存在を想像をするということが，相互行為の

中から抜け落ちていく。

ジェシカ・ベンジャミンは，男性が親密な関

係において，パートナーを他者ではなく自分と

同質のものとみなしてしまうことを，男性の持

つ他者の差異性を承認することの困難さ，そし

て「他者が自分とは異なっているのみならず同

じでもあるものとして承認する際の緊張」の欠

落によるものと述べている22）。セイラ・ベンハ

ビブは道徳概念の発達について，男性は公的領

域における一般化された他者は認識することが

できても，私的領域における具体的な他者を認

識することが困難なため，男性と女性の道徳の

発達は異なるということを述べている23）。

こうした点からも，親密な関係性は，一方は

相手を配慮することなく，他方は相手を配慮し

すぎるほど配慮するという，対等であるとは言

い難い関係性になりやすいといえる。愛情深い

はずの親密な関係性がはらむ，そして可視化す

ることのない暴力の芽はここに見いだせる。そ

してこの暴力の芽が，関係性の中で悪しくも育

まれていったとき，暴力的な行為としてわたし

たちの前に姿をあらわすのである。

（３）暴力性という問題として捉える

親密な関係性における愛情表現の相互行為の

中に，ジェンダーによって義務化された役割が

存在し，そしてそれ故に対等ではない関係性が

結ばれる。しかし対等ではない関係性が結ばれ

たとしても，すべての親密な関係性のなかに暴

力が発生するとはいえない。対等ではない関係

性の中に見られる一方から他方へ向けての圧力

や，個人を他者と見なさないという考え方は，

暴力性をもつものではあるが，暴力そのもので

はない。

ドメスティック・バイオレンスは家庭におけ

る女性に対する暴力である。ドメスティック・

バイオレンスの被害女性やそれをサポートする

女性たちが，自分たちの身上に起こっている事

柄は，個人的な問題ではなく社会的な問題であ

ると声を上げてきたことによって，ドメスティ

ック・バイオレンスは社会問題として認知され

るようになった24）。フェミニストたちは，性暴

力という視点をもつことによってこの問題をさ

らに可視化してきたといえる。

こうした女性たちの草の根的な運動や，性暴

力という視点を取り入れたことによってドメス

ティック・バイオレンスは社会的な問題として

広く認知されるようになった。また暴力につい

ての定義をひろげ，ドメスティック・バイオレ

ンスにおける暴力は，殴る蹴るといった身体的

な暴力のみではなく，中傷することによって心

理的なダメージを与えたり，親戚や友人とのつ

きあいを切り離す社会的な暴力等も含まれると

した25）。これらの暴力は何重にも重なりながら

女性を家庭内に閉じこめ，暴力をふるわれてい

る女性たちの声を封じ込めてきた。しかし，そ

の要因を，家庭における家父長制や男女間の権

力差による構造的な暴力であるという側面から
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のみ捉えようとすること26）は，親密な関係性

における暴力性に焦点を当てた場合，有効なの

であろうか。

４．関係性の問題としてのドメスティック・バ

イオレンス

（１）家庭における権力差と構造的暴力

ドメスティック・バイオレンスという問題は

男女の関係の中に性暴力という視点をとりいれ

ることによって，可視化することができたとい

える。男性と女性を強者と弱者という支配／被

支配の関係で捉えることにより，ドメスティッ

ク・バイオレンスが個人的な問題ではなく社会

的な問題であるという認識を社会にもたらし

た。しかし親密な関係性における暴力性という

問題に焦点をあてたとき，それは必ずしも支

配／被支配の関係としては語れないのではない

だろうか。

江原由美子は家族を「権力関係」として読み

解こうとすることへの疑問を投げかけ，それに

対して「イエスともノーとも答えにくい問いで

あるように思う」としたうえで，家族の中での

権力装置がどのように働くかを提示している。

「権力」は「行為者の選択を一定の方向に導く

ような力を意味するものである」としたうえで，

「不本意な選択の強要」が複数の文脈が関連か

されてなされているということを指摘してい

る。そしてその複数の文脈の関連化は個人によ

ってなされる場合も，ある制度においてなされ

る場合もある27）。この江原の「権力装置として

の家族」という概念を，先に述べた感情社会学

における感情規則に照らし合わせれば，親密な

関係性に愛情という名の権力が存在することが

みてとれる。この場合の権力は，支配／被支配

という二項対立的なものではなく，ふたりのお

かれている環境や親密な関係性に期待される文

脈によるものであり，ドメスティック・バイオ

レンスを関係性の問題として捉えることの妥当

性を見いだせる。

（２）共依存という関係性

ドメスティック・バイオレンスという問題に

おいて，特に暴力をふるわれている側がその関

係性から逃れられないことを説明するさいに用

いられる「共依存」という用語がある。共依存

という言葉は，もともとはアルコール依存症の

患者を支えるパートナーが，アルコール依存症

者の依存症を後押しする役割をしていることを

指し示す用語として使われていた28）。そこから

転じて，関係を持った相手に依存をし，そこか

ら離れることができない状況にある女性をさす

ようになった。暴力をふるわれる女性が，暴力

をふるわれても避難をしないのは，「この人を

何とかするのは私である」「暴力をとめられる

のは私だけである」と考えているためであり，

これこそがドメスティック・バイオレンスにお

ける共依存症といわれているものである。

ギデンズは共依存的な関係性を「固着した関

係性」と名付け，親密な関係性とは似て非なる

関係性であると述べている。心理的に強く相手

と結びつき，関係性そのものが嗜癖的な対象と

なっていて，そうした人たちが生きていくため

にはこの固着した関係性が必要なものとなって

いるという。一方親密な関係性においては，相

手の特質を活かし自分の特質も活かしつつ，相

手に夢中になりすぎない関係性であるとし，そ

れはひとつに融け合う愛情にとっても必要なこ

とだとしている29）。

しかし，これまで述べてきたように，親密な
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関係性が必ずしも対等で自由な関係性を持つと

は言えず，またひとつに融け合う愛情のように，

親密な関係性における一体化には暴力性をはら

む可能性がある。ギデンズは親密な関係性の前

提として自由に塑型されるセクシュアリティを

おいているが，セクシュアリティ自体がジェン

ダーから自由でないのであれば，そうした関係

性に注意深くなければ，親密な関係性をもつこ

とは困難であるといえる。そして，固着した関

係性である共依存的な関係性は，親密な関係性

と区別することは容易ではない。

共依存という概念について指摘をしなければ

ならないのは，それが「共依存症」という症状

として捉えられる危険性を持つからである。症

状として捉えるということは個人的レベルにお

ける病理であり，当事者による解決をせまるこ

とになる。また暴力的な関係から逃れることが

できないことの理由とされることも多く，そう

すると逃げ出さない（自己防衛をしない）被害

者への非難が集中することになりかねない。そ

の多くは女性であるため，女性の性質としての

非難ということにもなる。しかし共依存という

概念は症状ではなく関係性としての問題であ

る。共依存的な関係性は，親密な関係性と地続

きである。それは共依存的な関係性もジェンダ

ーによる男女の役割コードから自由ではないと

いうことなのである。共依存的な関係性におい

ては，ジェンダーがより強固に働いている状態

にあるということを見過ごしてはならない。

（３）私的領域における関係性の問題

なぜドメスティック・バイオレンスという，

親密な関係性における暴力は見いだされにくい

のであろうか。それは親密な関係性が愛情とい

う感情によってかたちづくられているものであ

るという一般的な捉え方が暴力を見えにくくし

ているだけではなく，親密な関係性が私的な領

域であるということにも関連している。

親密な関係性や家族といった私的な領域は，

法という国家の権力から自由を保障されている

領域であり，そこでは平等の原則が働いている。

家族という私的な領域で暴力行為が発生して

も，そこは自治空間であり，さらにこの自治空

間は国家による介入がなされることのない保護

された空間であった。しかし，国家による介入

のない自治空間であることと，平等な空間であ

るということとは一致していない30）。そこに不

平等な関係が存在していても，殺人や死に至る

ような虐待がない限りは，領域内での自治に任

されているといえる。法による規制がない空間

であるということは，他者による介入も許され

ない空間であり，それゆえ親密な関係性の中に

暴力が存在しても，第三者には見つけにくく且

つ介入もしにくいのである。

ドメスティック・バイオレンスの被害者が相

談をしたさいに「二人の間で解決をしなさい」

「話し合いをもっとするべきだ」という返答が

聞かれるのは，まさに私的な領域における関係

性の問題であると見なされているからだといえ

る31）。問題の要因を，男女間の権力的差異とい

った構造や家父長制にのみ焦点をあてること

は，暴力をふるった人間を加害者として非難を

することが容易になる。しかし暴力的な行為が

発生するまでの，当事者同士も第三者もそれを

支配／被支配の関係にあるとは思わないよう

な，暴力性をはらんでいる親密な関係性が構築

されてしまうその経緯を見過ごすことになって

しまう。

確かに家庭や親密な関係を公的領域に対する

私的な領域として捉え，私的な領域だからこそ
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男性による支配が可能になったとするフェミニ

ズムの視点は，家庭内での女性に対する暴力が

みすごされてきたことや，暴力をふるわれた女

性が家庭にとどまらざるをえなかったことを明

らかにしてきた。しかしドメスティック・バイ

オレンスを構造的な暴力や家父長制の問題とし

てのみ捉えるということは，暴力をふるう男性

がなぜ暴力をふるうことになってしまったのか

という背景を見ることなく，加害者として非難

をしたり罰則を与えることによってのみ問題を

解決しようとしてしまう危険性があるといえ

る。暴力行為が発生する前に，暴力の芽に気づ

き，その芽をつみとろうとするのであれば，男

女を二項対立的に捉えるよりも，親密な関係で

あるからこその関係性の問題として捉えるほう

が望ましいのではないだろうか。

また，ドメスティック・バイオレンスの被害

者である妻がなぜ子どもを虐待するのかという

ことまでをも問題の範疇に含もうとしたとき

や，女性から男性への暴力，あるいは同性間の

暴力へも言及しようとするのであれば，家父長

制の問題や男女間の権力差異による構造的な暴

力という概念だけでは，その背景を説明するこ

とが難しくなるといえる。私的な領域における

構成員の関係性の問題として捉えたならば，同

性愛者間の暴力や家庭内での暴力の連鎖がなぜ

起こるのか，ということについても言及するこ

とができるといえよう。

おわりに

親密な関係性とそこにひそむ暴力性について

考察し，ドメスティック・バイオレンスがその

関係性の問題として捉えられなければならない

ということを述べてきた。しかし一方では，深

刻な暴力の被害に遭っている女性がいることも

事実であり，そうした女性たちを救済するため

に，日本ではドメスティック・バイオレンス禁

止法を制定しようという動きが活発化してい

る。

確かに，公的領域と同じく，私的領域にも法

による介入を認め，暴力をふるった人を加害者

として罰することにより，被害者が直接的な加

害から免れることはできる。しかし，これまで

国家による介入がされてこなかった領域に，法

による介入だけがなされたとしても，その後の，

親密な関係や家族という空間を，はたしてどの

ように再構築していけるだろうか。

加害者を罰するだけではなく，関係性におけ

る暴力性をどうするか，介入後の私的領域やそ

の領域の成員への対処をどうするか，というこ

とも考慮しなければ，親密な関係における暴力

を減らすことは不可能ではないだろうか。

今後はこの，国家による家族という私的な領

域への介入の妥当性と，ドメスティック・バイ

オレンスという問題への対処方法について考察

を深めていきたい。
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Violence in Intimate Relationships from a Gender Perspective

Kyo MATSUSHIMA＊

Abstract:  In Japan, domestic violence is becoming a greater social problem. Although intimate

relationships are considered to be warm and loving, violence exists in such relarionships. Love

is thought to be an important factor in constructing intimate relationships. However, love is not

aspontaneous emotion. If love is socielly constructed, there is asocial code behind its formation.

It is important to examine this code from a gender perspective, and recognize the fact that inti-

mate relationships are not usually equal. If love in intimate relationships is considered a duty

or asocial norm, violence in such relationships can be detected and explained. In this paper, I

point out that the privacy of intimete relationships tends to create opposite phenomena: love

and violence. Moreover, I examine domestic violence as a problem of relationships. Domestic

violence occurs because it cannot be seen, this great social problem arises within the private

sphere of intimate relationships. 

key words: domestic violence, intimate relationships, private sphere, sociology of emotions, sex-

uality
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